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 提出先
兵庫県 まちづくり部 住宅政策課 サ⾼住担当

jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp
 提出期限 毎年 ７⽉末⽇

定期報告の提出について

⾼齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、毎年、５⽉に住宅政策課から兵庫
県登録の各事業者（神⼾市・姫路市・尼崎市・明⽯市・⻄宮市登録の各事業者を除
く）にエクセルで作成したファイル「サービス付き⾼齢者向け住宅事業⾃主点検
表」をメールで送付します。
兵庫県登録の各事業者は、⾃⾝の運営状況を昨年度の記⼊欄と⽐較しながら、今年
度の７⽉１⽇時点の運営状況を記⼊し、７⽉末までに住宅政策課にメール返送願い
ます。
この定期報告は、毎年、同じ時期に実施します。必ず、提出期限の７⽉末までに提
出するようお願いします。
 提出物
「サービス付き⾼齢者向け住宅事業⾃主点検表」（エクセルファイル）

注）毎年の点検や県からの指導により改善されているにもかかわらず、形式的に昨
年度の記⼊を転記されている事例が⾒受けられますので注意してください。

mailto:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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立入検査での指導内容について（１／２）

 重要事項説明書について
⼊居契約を締結するにあたって、重要な事項を説明しますが、説明を受けた者
（⼊居予定者）の記名押印⼜は⾃署はしっかりなされていますが、説明した側、
事業者側の担当者の記名押印⼜は⾃署の無いケースが⾒受けられました。
説明者側の記名押印⼜は⾃署も、忘れないようお願いします。

 ⼊居契約書について

住宅政策課では、毎年、⽴⼊検査を実施しています。
今年度の⽴⼊検査のなかで、気が付いたこと、事業者に指導した内容は、次の
とおりです。

⼊居契約書に、部屋番号、契約期間の記載がないものが⾒受けられました。⼊居
契約書は、⼊居に関する⼊居者と事業者の根本的・継続的な権利関係、どの部屋
に、いつからいつまで、いくらで賃貸借するのかを定めるものです。
⼊居契約書で定めている項⽬について、記載漏れがないようお願いします。
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 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの「変更届」の提出について

情報提供システムに登録されている事項が実態と合わなくなれば、「変更
届」を提出して、システムに登録されているデータと実態とを⼀致させる必
要があります。
⽴⼊検査では、状況把握や⽣活相談サービスを提供する従業員の⼈数、看護
師、介護福祉⼠などの資格者の⼈数が、実態と合わないまま、放置されてい
た事例、⾷事提供等のサービスの変更について届出がされていない事例等が
⾒受けられました。
情報提供システムに登録されているデータが実態と合わなくなれば、指定登
録機関である「公益財団法⼈兵庫県住宅建築総合センター」に、変更のあっ
たその⽇から３０⽇以内に、「変更届」を提出するようお願いします。
併せて、各事業者の皆様への連絡⽤メールアドレス等もシステム登録の対象
となっておりますので、⼈事異動・組織改編等により連絡先が変更となる場
合にも「公益財団法⼈兵庫県住宅建築総合センター」にご連絡いただくよう
お願いします。

公益財団法⼈兵庫県住宅建築総合センター 078-252-3982
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事故報告書を住宅政策課に、提出すべき場合について、簡単に説明します。
詳しくは、兵庫県のホームページに掲載している「サービス付き⾼齢者向け住宅運営
の⼿引き」（兵庫県サービス付き⾼齢者向け住宅運営指導指針）に記載していますの
で、後で確認してください。

特に多いケースとしては以下のような事例が考えられます。
・転倒、誤嚥等により死亡⼜は医療機関での受診が必要となった場合（重⼤な事故）
・⾷中毒⼜は感染症が発⽣した場合（⼀時に⼊居者の10名以上⼜は半数以上が感染し
た場合 (疑いも含む。）、死亡者、重篤患者が１週間に２名以上発⽣した場合)

・⼊居者が離設した場合（⾏⽅不明になったが、発⾒され戻ってきた場合等）
・⼊居者に対する虐待、⾼齢者虐待が起きた場合（疑いも含む。）

このような場合が発⽣しましたら、兵庫県まちづくり部住宅政策課に、事故報告書を
直ちに提出してください。（メール提出可 jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp）
なお、市町に「介護保険事業者事故等報告書」を提出される場合は、その写しを兵庫
県まちづくり部住宅政策課に提出することで、事故報告となります。

mailto:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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１ 新規登録申請・登録更新申請

兵庫県登録の各事業者のみ（神⼾･姫路･尼崎･明⽯･⻄宮市登録の各事業者を除く）
兵庫県では、令和８年４⽉１⽇受付分から、以下のとおり、登録⼿数料に関する取

り扱いを変更※します。新規登録・登録更新申請及び登録事項等の変更の届出を⾏う
際には、⼗分ご留意くださいますようお願いします。
※ 今回の変更については条例改正を予定しており、以下は令和８年２⽉に開会する兵庫県議会第３７４回定例会に
おいて関係議案が可決成⽴することを前提としています。

住宅の登録戸数

基本手数料

追加手数料

面積・設備の例外基準での

登録

前払家賃の徴収

（保全措置の実施）
賃貸借契約以外の契約形態

現行

（～R8.3.31）

改定後

（R8.4.1～）

現行

（～R8.3.31）

改定後

（R8.4.1～）

現行

（～R8.3.31）

改定後

（R8.4.1～）

現行

（～R8.3.31）

改定後

（R8.4.1～）

10戸以下 25,000円 33,000 円 6,200円 6,300 円

6,200円 6,300 円 4,200円 4,200円

11戸以上 20戸以下 29,000円 37,000 円 6,900円 7,000 円

21戸以上 30戸以下 34,000円 42,000 円 7,600円 7,800 円

31戸以上 40戸以下 38,000円 46,000 円 8,300円 8,500 円

41戸以上 50戸以下 42,000円 50,000 円 9,000円 9,200 円

51戸以上 70戸以下 50,000円 59,000 円 9,700円 9,900 円

71戸以上 100戸以下 63,000円 71,000 円 11,000円 11,000円

101戸以上 75,000円 84,000 円 12,000円 13,000 円
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２ 登録事項等の変更の届出（手数料が必要となる登録事項が下表のとおり変更）

３ 問合せ先
◇登録制度、手数料の改定について：兵庫県まちづくり部住宅政策課（078-362-9295）
◇登録申請手続きについて：（公財）兵庫県住宅建築総合センター（078-252-3982）

兵庫県登録の各事業者のみ（神⼾･姫路･尼崎･明⽯･⻄宮市登録の各事業者を除く）

手数料が必要となる

登録事項

現行（～R8.3.31） 手数料額 改定後（R8.4.1～） 手数料額

①戸数を追加する場合

②新たに面積・設備の例外基

準を適用する場合

③前払家賃を徴収する契約

へ変更する場合

④入居に係る契約を賃貸借

契約以外の形態に変更する

場合

新規登録申

請・登録更新

申請と同様

①戸数を追加する場合

②新たに面積・設備の例外基準を適用する場合

③前払家賃を徴収する契約へ変更する場合

④入居に係る契約を賃貸借契約以外の形態に

変更する場合

⑤住宅の規模、構造及び設備を変更する場合

新規登録申

請・登録更新

申請と同様

以下の登録事項を変更する場合

⑥入居者の資格

⑦入居者に提供する高齢者生活支援サービス

の内容

⑧入居者から受領する金銭

⑨入居者に対する保健医療・福祉ｻｰﾋﾞｽ提供に

ついての連携・協力

⑩高齢者生活支援サービス委託契約の変更

16,000 円
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